
�愛媛県告示第２３２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市多喜浜土地改良区から認可申請のあった新

たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水

）・多喜浜新田地区）の施行を平成１５年１２月１２日認可した。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３２５号
新居浜市洪水土地改良区から認可申請のあった土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・洪水幹線地

区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排

水）・洪水幹線地区）変更計画書の写し

� 新居浜市洪水土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１２月２５日から平成１６年１月２２日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第２３２６号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（ため池等整備

事業・鳥越地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ため池等整備事業・鳥越地区）計

画書の写し

� 今治市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１２月２５日から平成１６年１月２２日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第２３２７号
玉川町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・法界寺地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・法界寺地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１２月２５日から平成１６年１月２２日まで

３ 縦覧場所

玉川町役場

�������
�愛媛県告示第２３２８号
松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・鶴吉地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが
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い排水）・鶴吉地区）計画書の写し

� 松前町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１５年１２月２５日から平成１６年１月２２日まで

３ 縦覧場所

松前町役場

�愛媛県告示第２３２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 永木内子線
喜多郡内子町袋口３７３番３から

同町袋口３８７番まで

旧 ４．２～１０．２ ０．１００

新 ７．６～１５．３ ０．１００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 永木内子線
喜多郡内子町袋口３７３番３から

同町袋口３８７番まで
平成１５年１２月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町小島字竹ノクヒ甲１２１６番２から

同字甲１２１６番４まで

旧 ３．８～１２．０ ０．０２３

新 ５．０～１４．８ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町小島字竹ノクヒ甲１２１６番２から

同字甲１２１６番４まで
平成１５年１２月２４日

愛 媛 県 報平成１５年１２月２４日 第１５２０号

１２７６
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公 告
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�愛媛県告示第２３３５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

川之江市川之江町字田出３１７番１２、３１７番１３、３２４番１１

、３２４番１２、３２５番３、３２６番１、３２６番３、３２６番４、

３２７番２、３２７番３及び３１７番１２地先水路

２ 申請人の住所氏名

川之江市川之江町３０３番地

薦田 昌博

川之江市川之江町３２５番地

齊藤 珠枝

川之江市川之江町３３１番地３

薦田 直彦

川之江市川之江町７３０番地４

吉田 榮子

３ 図面省略

�������
�公 告

愛媛県在宅介護研修センターの指定管理者の募集につ

いて

愛媛県在宅介護研修センターの指定管理者を次のとおり募

集する。

平成１５年１２月２４日

�愛媛県告示第２３３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡御荘町猿鳴２３２番２地先から

同町猿鳴２２７番２まで

旧 ２．０～３．７ ０．１１５

新 ５．８～１３．７ ０．１１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡御荘町猿鳴２３２番２地先から

同町猿鳴２２７番２まで
平成１５年１２月２４日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１２月１２日
特定非営利活動法人
ボランティアサポートカード
協会

松 岡 功 松山市永代町９番１１（株式会社
進級スクール内）

この法人は社会福祉、文化、自然保護、地
域社会の発展、振興支援等の分野で社会貢
献活動を行う企業への支援等を通して、不
特定多数の市民活動の充実を図るとともに
「産・官・学・民」が協働できる体制づく
りに努め、社会全体の利益の増進に寄与す
ることを目的とする。

愛 媛 県 報平成１５年１２月２４日 第１５２０号

１２７７



愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県在宅介護研修センターの概要

２ 指定管理者の業務

� 愛媛県在宅介護研修センター（以下「センター」とい

う。）の業務の実施に関すること。

� センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること

。

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県

条例第６３号）第４条から第１０条までの規定による。

４ 指定期間

平成１６年４月１日から平成２１年３月３１日までの５年間（

予定）

５ 申請資格

� 県内に主たる事務所を有する法人で、次のいずれにも

該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定に該当する者

イ 愛媛県税を滞納している者

ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

エ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以

下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある

団体

� 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

ア 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２、第１４２条（

同法第１６６条第２項及び第１６８条第７項において準用

する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に

抵触することとなる者

イ 成年被後見人又は被保佐人

ウ 破産者で復権を得ないもの
こ

エ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（

明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条

、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条の罪若し

くは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０

号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行

を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者

カ 暴力団の構成員等

� 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第１１項に

規定する通所介護等の介護サービス事業を建物内の指定

する場所で法人の自主事業として実施することが可能で

あること。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行う物的能力及び

人的能力を有していること。

イ 管理計画書の内容が、センターの設置の目的を最も

効果的かつ効率的に達成することができるものである

こと。

ウ 県民の平等な利用が確保されること。

エ 管理に係る支出計画書の内容が適正で、かつ、経費

の縮減が図られるものであること。

オ 法人の自主事業として実施する介護サービス事業の

計画が適正で、かつ、研修の実施に資するものである

こと。

� 選定方法

審査会において選考（面接又はプレゼンテーションの

実施を予定）の上、議会の議決を経て、指定する。

７ 申請に必要な書類

� 申請書

� 申請資格を有していることを証する書類

� 管理計画書

� 管理に係る支出計画書

� 法人の自主事業として実施する介護サービス事業の実

施計画及び収支計画

� 法人の経営状況、活動内容等を説明する書類

８ 申請期間

平成１５年１２月２４日（水）から平成１６年１月２３日（金）ま

での執務時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）と

する。ただし郵送による場合は、同日までの消印のあるも

のは、受け付ける。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課長寿社会係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号（０８９）９１２―２４３１

１０ その他

１ 所 在 地 松山市末町甲９番地１

２ 設 置 目 的

介護を必要とする高齢者を支えるため、その
家族、ボランティア等に対して在宅介護に関
する研修を行うとともに、介護に関する相談
、情報の提供等を行う。

３ 建物の構造等

� 建物構造 鉄筋コンクリート造銅板ぶき
４階建

� 敷地面積 １，７１０．８１�
� 延床面積 １，１１９．１０�

４ 業 務

� 介護を必要とする高齢者を支える家族、
ボランティア、介護に関する施設の職員等
に対する在宅介護の研修（以下「研修」と
いう。）に関すること。

� 介護に関する相談に関すること。
� 介護に関する情報の提供に関すること。
� 介護にかかわる関係団体等との連絡調整
に関すること。

� その他必要な業務

５ 利 用 時 間
午前９時から午後５時まで。ただし、宿泊室
の宿泊利用については、午前９時から翌日の
午前９時まで

６ 休 館 日
� 月曜日
� １月１日から３日まで及び１２月２９日から
３１日まで
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詳細は、募集要綱による。

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第８３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１５年１２月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１３，７６７

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２７６

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，９６２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第８４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定によ

る解職の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次

のとおりである。

平成１５年１２月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 選挙権を有する者の総数 ２２，０１４

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ７，３３８

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松 山 市 ３８０，３３５ １２６，７７９

今 治 市 ９５，１９２ ３１，７３１

宇 和 島 市 ４９，７４１ １６，５８１

八 幡 浜 市 ２６，５９８ ８，８６６

新 居 浜 市 １０３，６５９ ３４，５５３

西 条 市 ４７，１７５ １５，７２５

大 洲 市 ３０，７８８ １０，２６３

川 之 江 市 ３０，６９１ １０，２３１

伊 予 三 島 市 ３０，４９２ １０，１６４

伊 予 市 ２４，７５７ ８，２５３

北 条 市 ２３，７５１ ７，９１７

東 予 市 ２７，１０６ ９，０３６

宇 摩 郡 １５，８１２ ５，２７１

周 桑 郡 １９，３５８ ６，４５３

越 智 郡 ５９，３１６ １９，７７２

温 泉 郡 ３３，０７２ １１，０２４

上 浮 穴 郡 １３，３７７ ４，４５９

伊 予 郡 ５１，９２７ １７，３０９

喜 多 郡 ２５，３５０ ８，４５０

西 宇 和 郡 ２７，６８２ ９，２２８

東 宇 和 郡 ３１，４７３ １０，４９１

北 宇 和 郡 ４２，２８５ １４，０９５

南 宇 和 郡 ２３，８３０ ７，９４４
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